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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
六
│
一
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所
農
政
課

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
六
│
二
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所
農
政
課

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
六
│
三
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所
農
政
課

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

九
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

二
月
十
九
日

第
千
七
百
三
十
七
号

月　曜　日



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
六
│
四
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所
農
政
課

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
圃
場
整
備
事
業
（
須
玉
地
区
第
六
│
五
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
年
三
月
十
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所
農
政
課

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
日
か
ら
同
年
四
月
三
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
三
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

売
り
さ
ば
き
場
所

住
　
　
　
　
所

氏
　
　
名

指
　
定
　
年
　
月
　
日

都
留
市
田
原
二
丁
目

東
京
都
渋
谷
区
初
台

富
士
急
ト
ラ
ベ
ル

平
成
十
九
年
二
月
二
日

七
番
一
号

一
丁
目
五
十
五
番
七

株
式
会
社

号

公
　
　
　
告

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

番
　
　
　
号

お
か
べ
内
科
・

甲
斐
市
万
才
八

一
九
一
一
七
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
八
年
十
二

神
経
内
科
ク
リ

三
三
番
地
一

四
九
八

導
（
み
な
し
）

月
一
日

ニ
ッ
ク

み
さ
き
薬
局
旭

韮
崎
市
旭
町
上

一
九
四
〇
九
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
八
年
十
二

町

條
南
割
三
三
一

二
五
八

導
（
み
な
し
）

月
一
日

四
番
地
三
一
〇

み
さ
き
薬
局
旭

韮
崎
市
旭
町
上

一
九
四
〇
九
一
〇

介
護
予
防
居
宅
療
平
成
十
八
年
十
二

町

條
南
割
三
三
一

二
五
八

養
管
理
指
導
（
み
月
一
日

四
番
地
三
一
〇

な
し
）

お
お
く
に
い
き

甲
府
市
大
里
町

一
九
七
〇
一
〇
二

通
所
介
護

平
成
十
八
年
十
二

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

九
八



い
き
プ
ラ
ザ
指

五
三
一
五
番
地

一
一
五

月
一
日

定
お
お
く
に
介

護
予
防
通
所
介

護お
お
く
に
い
き

甲
府
市
大
里
町

一
九
七
〇
一
〇
二

居
宅
介
護
支
援

平
成
十
八
年
十
二

い
き
プ
ラ
ザ
指

五
三
一
五
番
地

一
一
五

月
一
日

定
お
お
く
に
介

護
予
防
通
所
介

護デ
イ
サ
ー
ビ
ス

富
士
吉
田
市
大

一
九
七
一
二
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
八
年
十
二

平
山

明
見
一
三
五
一

三
七
一

月
一
日

番
地
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

富
士
吉
田
市
大

一
九
七
一
二
〇
〇

介
護
予
防
通
所
介
平
成
十
八
年
十
二

平
山

明
見
一
三
五
一

三
七
一

護

月
一
日

番
地
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

南
都
留
郡
西
桂

一
九
七
一
三
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
八
年
十
二

ひ
か
り

町
倉
見
一
九
九

四
七
八

月
一
日

番
地

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
リ
モ

甲
斐
市
玉
川
三

一
九
七
一
七
〇
〇

特
定
福
祉
用
具
販
平
成
十
八
年
十
二

デ
ル
ク
ラ
ブ
甲

二
番
地
一

二
二
二

売

月
一
日

斐
中
央
リ
フ
ォ

ー
ム
社

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
リ
モ

甲
斐
市
玉
川
三

一
九
七
一
七
〇
〇

特
定
介
護
予
防
福
平
成
十
八
年
十
二

デ
ル
ク
ラ
ブ
甲

二
番
地
一

二
二
二

祉
用
具
販
売

月
一
日

斐
中
央
リ
フ
ォ

ー
ム
社

株
式
会
社
ウ
エ

甲
府
市
湯
田
一

一
九
四
〇
一
一
二

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
八
年
十
二

ノ
ウ
エ
ノ
湯
田

丁
目
一
一
番
六

五
九
〇

導
（
み
な
し
）

月
五
日

薬
局

号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

甲
府
市
城
東
四

一
九
七
〇
一
〇
二

通
所
介
護

平
成
十
八
年
十
二

倖
せ

丁
目
二
番
二
三

二
八
九

月
十
五
日

号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

甲
府
市
城
東
四

一
九
七
〇
一
〇
二

介
護
予
防
通
所
介
平
成
十
八
年
十
二

倖
せ

丁
目
二
番
二
三

二
八
九

護

月
十
五
日

号

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
境
三
枝
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
下
鍛
冶
屋
町
百
六
十
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
枝
勲

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
七
）
第
二
九
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
　

・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上

工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
一
月
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
川
崎
建
設
株
式
会
社

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

九
九



２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
塩
山
下
於
曽
九
百
四
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
川
崎
真
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
三
）
第
三
二
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水

道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
並
び
に
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、

屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業

に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
二
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
小
俣
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
新
屋
三
百
六
十
三
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
俣
壽
春

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
四
）
第
九
二
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し
並
び
に
土
木
工
事
業
、
大
工

工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

業
、
ほ
装
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消

し
五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
一
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
熊
坂
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
都
留
市
田
野
倉
四
百
四
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
熊
坂
ひ
と
み

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
三
）
第
四
三
八
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
十
一
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
六
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
土
長
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
四
百
六
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
高
村
博
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
三
）
第
五
一
〇
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
十
二
月
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
松
本
建
築

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

一
〇
〇



２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
千
九
百
三
十
三
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
松
本
圭
吾

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
四
）
第
七
一
九
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
一
月
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
滝
沢
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
境
川
町
大
黒
坂
八
百
八
十
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
滝
沢
栄
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
五
）
第
七
八
五
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
桑
田
設
備

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
大
月
市
賑
岡
町
畑
倉
九
百
八
十
四
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
桑
田
利
久

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
八
二
六
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
管
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事

業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
小
林
建
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
鳴
沢
村
千
八
百
九
十
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
博

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
六
）
第
八
八
三
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
九
年
一
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

一
〇
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
三
十
七
号
　
　
平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

一
〇
二


